
川西市建設工事検査要綱

平成２１年１０月１日施行

平成２２年 ６ 月１日改正

（目的）

第１条 この要綱は、川西市が発注する建設工事請負契約（以下「請負契約」という。）

の給付の完了の確認等に関し、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令

（昭和22年政令第16号）、川西市契約規則（昭和49年川西市規則第15号）、法令その他

別に定めのあるものを除くほか必要な事項を定め、もつて請負契約の適正な履行を確保

することを目的とする。

（検査の種類）

第２条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 工事が完成したときに行う検査（検査結果の手直し検査を含む。以下同

じ。）をいう。

(2) 中間検査

ア 出来形部分検査 工事の完成前にその出来形部分について行う検査をいう。

イ 中間技術検査 工事の施行中において行う適正な技術的施工を確保するために行

う検査をいう。

ウ 臨時検査 総務部工事検査室長（以下「室長」という。）が必要と認め臨時に行

う検査をいう。

（検査実施機関）

第３条 検査は、総務部工事検査室が実施する。ただし、別に定めるものについては、工

事所管部が実施するものとする。

（関係書類の送付）

第４条 工事所管課長は、前条の工事検査室が実施する検査に係る請負契約を締結した場

合は、契約書、設計図書、工事着手届、工程表等の写しを直ちに室長に送付しなければ

ならない。契約内容が変更された場合も、また同様とする。

（検査請求及び通知）

第５条 工事所管課長は、検査を受けようとするときは、検査請求書（様式第１号）を室

長に提出しなければならない。

２ 室長は、前項の検査請求書を受理したときは、速やかに検査の日時を工事所管課長に、

検査通知書（様式第２号）により通知しなければならない。

（検査員の任命）

第６条 室長が前条の検査請求書を受理したときは、市長は、速やかに当該工事の工事検

査員（以下「検査員」という。）を任命しなければならない。

２ 検査員は、川西市建設工事監督要綱（平成２１年１０月１日施行）第３条に規定する

監督員と兼ねることはできない。



（検査の実施）

第７条 検査は、当該工事の監督員及び請負人等の立会いのもとに実施するものとする。

ただし、室長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

２ 検査を行うに当たつて必要な検査技術基準については、市長が別に定めるものとする。

（検査員の職務）

第８条 検査員は、契約書、設計図書、工程表、工事着手届等の関係書類に基づき、厳正

な態度をもつて、公正かつ綿密に検査を行わなければならない。

２ 検査員は、検査台帳を作成し、対象工事の検査の経過を明らかにしておかなければな

らない。

（検査員の権限）

第９条 検査員は、検査を実施するに当たり必要があると認めるときは、監督員及び請負

人等に対して、工事関係図書の提出、当該工事に関する説明その他必要な措置を求める

ことができる。

２ 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、検査の目的物の一部を破壊する

ことができる。この場合において、請負人の負担において原形に復するものとする。

（検査結果の報告等）

第１０条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに検査報告書（様式第３号）を作成し、

室長に報告しなければならない。

２ 室長は、前項の報告を受けたときは、直ちに工事所管課長に、検査結果通知書（様式

第４号）により通知しなければならない。

（検査調書）

第１１条 検査員は、検査が完了したときは、当該検査が完成検査であるときは工事完成

検査調書（様式第５号）を、出来形部分検査であるときは出来形部分検査調書（様式第

６号）を作成し、室長に報告しなければならない。

２ 室長は、前項の報告を受けたときは、直ちに工事所管課長に通知しなければならない。

（工事成績評定）

第１２条 検査員は、完成検査の終了後、別に定める工事成績評定要領に基づき、当該工

事の成績について評定を行うものとする。

（手直し工事）

第１３条 検査員は、検査の結果、工事目的物に、契約書、設計図書等の関係書類に適合

しない部分があると認められるときは、当該工事の監督員に対して、修補、改造その他

必要な措置を講ずるよう指示し、その内容を室長に報告しなければならない。

２ 検査員は、監督員から前項の手直し工事が完了した旨の通知があつたときは、直ちに

手直し検査をしなければならない。

（検査の中止等）



第１４条 検査員は、請負人等が次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止する

ことができる。

(1) 検査の立会いを拒んだとき。

(2) 検査員の職務の執行を妨害し、又はその指示に従わないとき。

(3) 前２号に掲げるもののほか、検査員が検査をできないと判断したとき。

２ 検査員は、前項の規定により検査を中止した場合は、直ちに室長に報告しなければな

らない。

３ 室長は、前項の報告を受けたときは、直ちに検査員に必要な指示を与えるとともに、

適宜の措置を採らなければならない。

（工事検査の委託）

第１５条 室長は、特に必要と認めるときは、地方自治法施行令第１６７条の１５第４項

の規定に基づき、検査員以外の者に検査を委託することができる。

２ 工事の検査の実施については、前項の委託を行った場合においても、この要綱の規定

に準じて行うものとする。

（準用）

第１６条 この要綱は、第３条ただし書の規定により工事所管部が検査を行うときについ

て準用する。この場合において、この要綱中「室長」とあるのは、「工事所管部長」と

読み替えるものとする。

（補則）

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。

（川西市建設工事検査要綱の廃止）

２ 川西市建設工事検査要綱（昭和５１年川西市告示第２号）は、廃止する。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。


